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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
還
付
等
公
告
）

（
還
付
公
告
）

第
二
条

法
第
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年

第
二
条

法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十

法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
押
収
物
の
還
付
に
関
す
る

三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
九
十
九
条
に
規
定
す
る
押
収
物
の
還
付
に
関
す

公
告
及
び
法
第
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
九

る
公
告
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
が
警
視
庁
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
又

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
又

は
警
察
署
の
掲
示
場
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
十
四
日
間
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

は
複
写
に
関
す
る
公
告
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
が
警
視
庁
若
し
く
は
道
府

う
も
の
と
す
る
。

県
警
察
本
部
又
は
警
察
署
の
掲
示
場
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
十
四
日
間
掲
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
同
上
）

２

前
項
の
交
付
又
は
複
写
に
関
す
る
公
告
を
行
う
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
項
の
ほ
か
、
交
付
す
べ
き
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
又
は
複
写
を
許

す
べ
き
電
磁
的
記
録
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
も
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）



- 2 -



- 3 -

○

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
五
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
五
章

（
同
上
）

第
六
章

捜
索
・
差
押
え
等

第
六
章

捜
索
、
差
押
お
よ
び
検
証

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
同
上
）

第
三
節

差
押
え
及
び
記
録
命
令
付
差
押
え
（
第
百
五
十
一
条
―
第
百
五
十
四
条

第
三
節

差
押
（
第
百
五
十
一
条
―
第
百
五
十
四
条
）

の
二
）

第
四
節

（
略
）

第
四
節

（
同
上
）

第
七
章
〜
第
十
八
章

（
略
）

第
七
章
〜
第
十
八
章

（
同
上
）

附
則

附
則

（
保
全
要
請
）

（
新
設
）

第
百
一
条
の
二

刑
訴
法
第
百
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
信
履
歴
の
電
磁
的

記
録
を
消
去
し
な
い
こ
と
の
求
め
及
び
当
該
求
め
の
取
消
し
並
び
に
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
を
す
る
と
き
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を

受
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
な
い
こ
と
の
求
め
及
び
当
該
求
め
の
取
消
し

並
び
に
期
間
の
延
長
は
、
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
提
出
物
の
領
置
）

（
任
意
提
出
物
の
領
置
）
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第
百
九
条

所
有
者
、
所
持
者
又
は
保
管
者
の
任
意
の
提
出
に
係
る
物
を
領
置
す
る
に

第
百
九
条

所
有
者
、
所
持
者
ま
た
は
保
管
者
の
任
意
の
提
出
に
係
る
物
を
領
置
す
る

当
た
つ
て
は
、
な
る
べ
く
提
出
者
か
ら
任
意
提
出
書
を
提
出
さ
せ
た
上
、
領
置
調
書

に
当
つ
て
は
、
な
る
べ
く
提
出
者
か
ら
任
意
提
出
書
を
提
出
せ
し
め
た
上
、
領
置
調

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
第
百
二
十
条
の

書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
第
百
二
十
条

規
定
に
よ
る
押
収
品
目
録
交
付
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
押
収
品
目
録
交
付
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

任
意
の
提
出
に
係
る
物
を
領
置
し
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る

２

任
意
の
提
出
に
係
る
物
を
領
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
者
が
そ
の
物
の

場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
者
が
そ
の
物
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
旨
の

所
有
権
を
放
棄
す
る
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
任
意
提
出
書
に
そ
の
旨
を
記

意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
任
意
提
出
書
に
そ
の
旨
を
記
載
さ
せ
、
又
は
所
有
権
放

載
さ
せ
、
ま
た
は
所
有
権
放
棄
書
の
提
出
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

棄
書
の
提
出
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

任
意
の
提
出
に
係
る
物
を
領
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
が
電
磁
的
記
録
に

（
新
設
）

係
る
記
録
媒
体
で
あ
り
、
当
該
記
録
媒
体
の
所
有
者
で
な
い
提
出
者
が
当
該
電
磁
的

記
録
に
つ
い
て
所
有
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
権
利
（
刑
事
事
件
に
お
け
る
第

三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十

八
号
）
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
所
有
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
権
利
を
い
う
。
）
を
放
棄
す
る
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
任
意
提
出
書

に
そ
の
旨
を
記
載
さ
せ
、
又
は
電
磁
的
記
録
に
係
る
権
利
放
棄
書
の
提
出
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

捜
索
・
差
押
え
等

第
六
章

捜
索
、
差
押
お
よ
び
検
証

（
令
状
の
請
求
）

（
令
状
の
請
求
）

第
百
三
十
七
条

刑
訴
法
第
二
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
捜
索
、
差
押
え
、
記

第
百
三
十
七
条

刑
訴
法
第
二
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
捜
索
、
差
押
、
検
証

録
命
令
付
差
押
え
、
検
証
又
は
身
体
検
査
の
令
状
は
、
指
定
司
法
警
察
員
が
こ
れ
を

ま
た
は
身
体
検
査
の
令
状
は
、
指
定
司
法
警
察
員
が
こ
れ
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る

請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
他
の
司
法
警
察
員
が

。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
他
の
司
法
警
察
員
が
請
求
し
て
も
さ
し
つ
か
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請
求
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

え
な
い
。

２

前
項
の
令
状
を
請
求
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
順
を
経
て
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署

２

前
項
の
令
状
を
請
求
す
る
に
当
つ
て
は
、
順
を
経
て
警
察
本
部
長
ま
た
は
警
察
署

長
に
報
告
し
、
そ
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
し
、

長
に
報
告
し
、
そ
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
し
、

指
揮
を
受
け
る
い
と
ま
の
な
い
場
合
に
は
、
請
求
後
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
報
告
す

指
揮
を
受
け
る
い
と
ま
の
な
い
場
合
に
は
、
請
求
後
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
報
告

る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
令
状
請
求
の
際
の
注
意
）

（
令
状
請
求
の
際
の
注
意
）

第
百
三
十
八
条

捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
検
証
又
は
身
体
検
査
の
令

第
百
三
十
八
条

捜
索
、
差
押
、
検
証
又
は
身
体
検
査
の
令
状
を
請
求
す
る
に
当
た
つ

状
を
請
求
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
捜
査
に
必
要
か
つ
十
分
な
範
囲
を
定
め
、
捜
索
す

て
は
、
捜
査
に
必
要
か
つ
十
分
な
範
囲
を
定
め
、
捜
索
す
べ
き
場
所
、
身
体
若
し
く

べ
き
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印

は
物
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
、
検
証
す
べ
き
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物
又
は
検
査

刷
さ
せ
る
べ
き
電
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
者

す
べ
き
身
体
の
部
位
等
を
明
確
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
検
証
す
べ
き
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物
又
は
検
査
す
べ
き
身
体
の
部
位
等
を
明
確

に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

刑
訴
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
え
の
令
状
を
請
求
す
る
に
当

（
新
設
）

た
つ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
電
子
計
算
機
に

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体
で
あ
つ
て
、
そ
の
電
磁
的
記
録
を
複
写

す
べ
き
も
の
の
範
囲
を
明
確
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
疎
明
資
料
）

（
疎
明
資
料
）

第
百
三
十
九
条

捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
検
証
又
は
身
体
検
査
の
令

第
百
三
十
九
条

捜
索
、
差
押
、
検
証
又
は
身
体
検
査
の
令
状
を
請
求
す
る
に
当
た
つ

状
を
請
求
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
被
疑
者
供
述
調
書
、
参
考
人
供
述
調
書
、
捜
査
報

て
は
、
被
疑
者
供
述
調
書
、
参
考
人
供
述
調
書
、
捜
査
報
告
書
そ
の
他
犯
罪
の
捜
査

告
書
そ
の
他
犯
罪
の
捜
査
の
た
め
当
該
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る

の
た
め
当
該
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料
を
添
え
て
行
わ
な
け
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資
料
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

（
実
施
上
の
一
般
的
注
意
）

（
実
施
上
の
一
般
的
注
意
）

第
百
四
十
条

捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
検
証
を
行
う
に
当
た
つ
て

第
百
四
十
条

捜
索
、
差
押
ま
た
は
検
証
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
必
要
以
上
に
関
係
者

は
、
必
要
以
上
に
関
係
者
の
迷
惑
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
特
に
注
意
し
な
け
れ

の
迷
惑
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
検
証
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
や
む

２

捜
索
、
差
押
ま
た
は
検
証
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
建
造
物
、
器
具
等
を
損
壊
し
、
又
は
書

合
を
除
く
ほ
か
、
建
造
物
、
器
具
等
を
損
壊
し
、
ま
た
は
書
類
そ
の
他
の
も
の
を
乱

類
そ
の
他
の
物
を
乱
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
終
え
た

す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
終
え
た
と
き
は
、
で
き
る
限

と
き
は
、
で
き
る
限
り
原
状
に
復
し
て
お
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
原
状
に
復
し
て
お
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
状
の
提
示
）

（
令
状
の
呈
示
）

第
百
四
十
一
条

令
状
に
よ
り
捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
検
証
又
は
身

第
百
四
十
一
条

令
状
に
よ
り
捜
索
、
差
押
、
検
証
ま
た
は
身
体
検
査
を
行
う
に
当
つ

体
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
処
分
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
令
状
を
示
さ

て
は
、
当
該
処
分
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
令
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
立
会
い
）

（
立
会
）

第
百
四
十
三
条

公
務
所
内
で
捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
検
証
を
行

第
百
四
十
三
条

公
務
所
内
で
捜
索
、
差
押
ま
た
は
検
証
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
そ
の

う
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
長
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
に
通
知
し
て
こ
れ
に
立
ち

長
ま
た
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
者
に
通
知
し
て
こ
れ
に
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
人
の
住
居
又
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、
建

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
人
の
住
居
ま
た
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、
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造
物
若
し
く
は
船
舶
内
で
捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
検
証
を
行
う

建
造
物
も
し
く
は
船
舶
内
で
捜
索
、
差
押
ま
た
は
検
証
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
住
居

に
当
た
つ
て
は
、
住
居
主
若
し
く
は
看
守
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
代
わ
る
べ
き
者
を

主
も
し
く
は
看
守
者
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
に
代
る
べ
き
者
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば

立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
隣
人
ま
た

い
と
き
は
、
隣
人
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刑
訴
法

。
た
だ
し
、
刑
訴
法
第
二
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
を
捜
索
す
る
場
合
に
お

第
二
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
を
捜
索
す
る
場
合
に
お
い
て
急
速
を
要
す
る

い
て
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
同
上
）

（
被
疑
者
等
の
立
会
い
）

（
被
疑
者
等
の
立
会
）

第
百
四
十
四
条

捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
検
証
を
行
う
に
当
た
つ

第
百
四
十
四
条

捜
索
、
差
押
ま
た
は
検
証
を
行
う
に
当
つ
て
捜
査
上
特
に
必
要
が
あ

て
捜
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
被
疑
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
立
ち
会
わ
せ
る

る
と
き
は
、
被
疑
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
協
力
要
請
）

（
新
設
）

第
百
四
十
七
条
の
二

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
が
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
で
あ

つ
て
、
捜
索
を
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
刑
訴
法
第
二
百
二
十
二
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
処
分
を
受

け
る
者
に
対
し
、
電
子
計
算
機
の
操
作
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。

第
三
節

差
押
え
及
び
記
録
命
令
付
差
押
え

第
三
節

差
押



- 8 -

（
領
置
に
関
す
る
規
定
の
準
用
等
）

（
領
置
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
五
十
一
条

第
百
九
条
（
任
意
提
出
物
の
領
置
）
第
一
項
後
段
、
第
二
項
及
び
第

第
百
五
十
一
条

第
百
九
条
（
任
意
提
出
物
の
領
置
）
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
並
び

三
項
並
び
に
第
百
十
条
第
二
項
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
（
遺
留
物
の
領
置
、
原
状
の

に
第
百
十
条
第
二
項
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
（
遺
留
物
の
領
置
、
原
状
の
ま
ま
の
領

ま
ま
の
領
置
、
廃
棄
等
の
処
分
、
還
付
の
公
告
、
廃
棄
処
分
等
と
証
拠
と
の
関
係
、

置
、
廃
棄
等
の
処
分
、
還
付
の
公
告
、
廃
棄
処
分
等
と
証
拠
と
の
関
係
、
収
税
官
吏

収
税
官
吏
等
へ
の
連
絡
、
領
置
物
の
還
付
等
の
相
手
方
の
調
査
、
領
置
調
書
へ
の
記

等
へ
の
連
絡
、
領
置
物
の
還
付
等
の
相
手
方
の
調
査
、
領
置
調
書
へ
の
記
載
、
証
拠

載
、
証
拠
物
件
保
存
簿
）
の
規
定
は
、
差
押
え
及
び
記
録
命
令
付
差
押
え
を
行
う
場

物
件
保
存
簿
）
の
規
定
は
、
差
押
え
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
六

に
お
い
て
、
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
六
条
中
「
領
置
調
書
」
と
あ
る
の
は
、

条
中
「
領
置
調
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
差
押
調
書
又
は
記
録
命
令
付
差
押
調
書
」
と

「
差
押
調
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

次
に
掲
げ
る
処
分
を
行
つ
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け
た
者
に
対
し
て
も

（
新
設
）

押
収
品
目
録
交
付
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

刑
訴
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
行
つ
た
場
合

二

記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
刑
訴
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分

を
行
う
に
当
た
り
記
録
媒
体
を
警
察
官
が
用
意
し
た
場
合

（
捜
索
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
捜
索
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
五
十
二
条

第
百
四
十
五
条
（
第
三
者
の
立
会
）
の
規
定
は
、
差
押
え
を
行
う
場

第
百
五
十
二
条

第
百
四
十
五
条
（
第
三
者
の
立
会
）
、
第
百
四
十
七
条
（
執
行
中
の

合
に
つ
い
て
、
第
百
四
十
七
条
（
執
行
中
の
退
去
お
よ
び
出
入
禁
止
）
、
第
百
四
十

退
去
お
よ
び
出
入
禁
止
）
お
よ
び
第
百
四
十
八
条
（
捜
索
中
止
の
場
合
の
処
置
）
の

七
条
の
二
（
協
力
要
請
）
及
び
第
百
四
十
八
条
（
捜
索
中
止
の
場
合
の
処
置
）
の
規

規
定
は
、
差
押
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
は
、
差
押
え
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用

す
る
。
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（
捜
索
調
書
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
捜
索
調
書
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
五
十
三
条

第
百
四
十
九
条
（
捜
索
調
書
）
第
二
項
の
規
定
は
、
差
押
調
書
又
は

第
百
五
十
三
条

第
百
四
十
九
条
（
捜
索
調
書
）
第
二
項
の
規
定
は
、
差
押
調
書
の
作

記
録
命
令
付
差
押
調
書
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
差
押
え
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
）

（
差
押
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
）

第
百
五
十
四
条

犯
罪
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て

第
百
五
十
四
条

犯
罪
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
物
の
所
有
者
又
は
保
管
者
か
ら
任
意
の
提
出
を
受
け
る
見
込
み
が
な
い
と
認

、
そ
の
物
の
所
有
者
ま
た
は
保
管
者
か
ら
任
意
の
提
出
を
受
け
る
見
込
が
な
い
と
認

め
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
物
に
対
す
る
差
押
許
可
状
の
発
付
を
請
求
す
る
と
と
も

め
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
物
に
対
す
る
差
押
許
可
状
の
発
付
を
請
求
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
隠
匿
、
散
逸
等
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
処
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
、
そ
の
隠
匿
、
散
逸
等
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
処
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

２

犯
罪
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
電
磁
的
記
録
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、

（
新
設
）

そ
の
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
の
所
有
者
若
し
く
は
保
管
者
又
は
そ
の
電
磁
的

記
録
を
保
管
す
る
者
そ
の
他
そ
の
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
か
ら

そ
の
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
又
は
そ
の
電
磁
的
記
録
を
記
録
若
し
く
は
印
刷

さ
せ
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
任
意
の
提
出
を
受
け
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、
直
ち
に
そ
の
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
対
す
る
差
押
許
可
状
又
は
そ
の

電
磁
的
記
録
に
対
す
る
記
録
命
令
付
差
押
許
可
状
の
発
付
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
隠
匿
、
散
逸
等
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
処
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
又
は
複
写
の
許
可
）

（
新
設
）

第
百
五
十
四
条
の
二

差
押
物
に
つ
い
て
、
刑
訴
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
の
許
可
を

す
る
と
き
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を
受
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

２

前
項
の
交
付
又
は
複
写
の
許
可
は
、
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
交
付
又
は
複
写
の
許
可
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
相
手
方
か
ら
交
付
請

書
又
は
複
写
電
磁
的
記
録
請
書
を
徴
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

４

差
押
え
を
受
け
た
者
が
第
一
項
の
交
付
又
は
複
写
の
許
可
を
受
け
る
権
利
を
放
棄

す
る
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
権
利
放
棄
書
の
提
出
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
交
付
又
は
複
写
の
許
可
に
関
し
て
刑
訴
法
第
四
百
九
十
九
条
の
二
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
す
る

と
き
は
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を
受
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
６

前
項
の
公
告
は
、
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捜
索
に
関
す
る
規
定
の
準
用
等
）

（
捜
索
に
関
す
る
規
定
の
準
用
等
）

第
百
五
十
八
条

第
百
四
十
五
条
（
第
三
者
の
立
会
）
、
第
百
四
十
七
条
（
執
行
中
の

第
百
五
十
八
条

第
百
四
十
五
条
（
第
三
者
の
立
会
）
、
第
百
四
十
七
条
（
執
行
中
の

退
去
お
よ
び
出
入
禁
止
）
、
第
百
四
十
七
条
の
二
（
協
力
要
請
）
、
第
百
四
十
八
条

退
去
お
よ
び
出
入
禁
止
）
、
第
百
四
十
八
条
（
捜
索
中
止
の
場
合
の
処
置
）
お
よ
び

（
捜
索
中
止
の
場
合
の
処
置
）
及
び
第
百
四
十
九
条
（
捜
索
調
書
）
第
一
項
の
規
定

第
百
四
十
九
条
（
捜
索
調
書
）
第
一
項
の
規
定
は
検
証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第

は
検
証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
四
十
九
条
（
捜
索
調
書
）
第
二
項
の
規
定
は

百
四
十
九
条
（
捜
索
調
書
）
第
二
項
の
規
定
は
検
証
調
書
の
作
成
に
つ
い
て
、
そ
れ

検
証
調
書
の
作
成
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
中
「
捜
索

四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
中
「
捜
索
調
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
証
調
書
又
は
身
体

調
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
証
調
書
ま
た
は
身
体
検
査
調
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の

検
査
調
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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（
身
体
検
査
に
つ
い
て
の
注
意
）

（
身
体
検
査
に
つ
い
て
の
注
意
）

第
百
五
十
九
条

身
体
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
刑
訴
法
第
二
百
十
八
条
第
六
項

第
百
五
十
九
条

身
体
検
査
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
刑
訴
法
第
二
百
十
八
条
第
五
項
の

の
規
定
に
よ
り
裁
判
官
の
付
し
た
条
件
を
厳
格
に
遵
守
す
る
ほ
か
、
性
別
、
年
齢
、

規
定
に
よ
り
裁
判
官
の
附
し
た
条
件
を
厳
格
に
遵
守
す
る
ほ
か
、
性
別
、
年
齢
、
健

健
康
状
態
、
場
所
的
関
係
そ
の
他
諸
般
の
状
況
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
受
け
る
者
の
名

康
状
態
、
場
所
的
関
係
そ
の
他
諸
般
の
状
況
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
受
け
る
者
の
名
誉

誉
を
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
か
つ
、
穏
当
な
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
か
つ
、
穏
当
な
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
検
察
官
の
指
揮
に
よ
る
執
行
）

（
検
察
官
の
指
揮
に
よ
る
執
行
）

第
二
百
五
十
七
条

検
察
官
か
ら
、
勾
引
状
、
勾
留
状
、
観
護
状
、
差
押
状
、
記
録
命

第
二
百
五
十
七
条

検
察
官
か
ら
、
勾
引
状
、
勾
留
状
、
観
護
状
、
差
押
状
、
捜
索
状

令
付
差
押
状
、
捜
索
状
、
鑑
定
留
置
状
、
収
容
状
又
は
再
収
容
状
そ
の
他
の
令
状
の

、
鑑
定
留
置
状
、
収
容
状
又
は
再
収
容
状
そ
の
他
の
令
状
の
執
行
の
指
揮
を
受
け
た

執
行
の
指
揮
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
速
や
か
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
有
効
期
間
内
に
執
行
不
能
の
場
合
）

（
有
効
期
間
内
に
執
行
不
能
の
場
合
）

第
二
百
五
十
九
条

検
察
官
か
ら
、
勾
引
状
、
勾
留
状
、
差
押
状
、
記
録
命
令
付
差
押

第
二
百
五
十
九
条

検
察
官
か
ら
、
勾
引
状
、
勾
留
状
、
差
押
状
、
捜
索
状
又
は
鑑
定

状
、
捜
索
状
又
は
鑑
定
留
置
状
の
執
行
の
指
揮
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
有

留
置
状
の
執
行
の
指
揮
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
執
行
す
る

効
期
間
内
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
令
状
に
そ
の
理
由
を
記
載

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
令
状
に
そ
の
理
由
を
記
載
し
、
こ
れ
を
指
揮
を
し

し
、
こ
れ
を
指
揮
を
し
た
検
察
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
検
察
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
差
押
状
等
執
行
の
場
合
の
立
会
い
）

（
差
押
状
等
執
行
の
場
合
の
立
会
い
）

第
二
百
六
十
六
条

警
察
官
は
、
検
察
官
又
は
裁
判
長
若
し
く
は
裁
判
官
の
指
揮
を
受

第
二
百
六
十
六
条

警
察
官
は
、
検
察
官
又
は
裁
判
長
若
し
く
は
裁
判
官
の
指
揮
を
受

け
て
、
差
押
状
、
記
録
命
令
付
差
押
状
又
は
捜
索
状
を
執
行
す
る
場
合
は
、
他
の
警

け
て
、
差
押
状
又
は
捜
索
状
を
執
行
す
る
場
合
は
、
他
の
警
察
官
を
立
ち
会
わ
せ
な
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察
官
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
書
式
例
（
昭
和
五
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

改

正

案

現

行

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
処
分
及
び
調
査
の
た
め
の
措
置
に
関
し

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
処
分
及
び
調
査
の
た
め
の
措
置
に
関
し

て
作
成
す
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

て
作
成
す
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式

別
記
様
式

目
次

目
次

様
式
第
一
号
〜
様
式
第
九
号

（
略
）

様
式
第
一
号
〜
様
式
第
九
号

（
同
上
）

様
式
第
十
号

共
助
関
係
事
項
照
会
書

様
式
第
十
号

照
会
書

様
式
第
十
一
号

保
全
要
請
書

（
新
設
）

様
式
第
十
二
号

保
全
要
請
期
間
延
長
通
知
書

（
新
設
）

様
式
第
十
三
号

保
全
要
請
取
消
書

（
新
設
）

差
押

差
押

様
式
第
十
四
号

捜
索

許
可
状
請
求
書

様
式
第
十
一
号

捜
索

許
可
状
請
求
書

検
証

検
証

様
式
第
十
五
号

記
録
命
令
付
差
押
許
可
状
請
求
書

（
新
設
）

様
式
第
十
六
号

身
体
検
査
令
状
請
求
書

様
式
第
十
二
号

身
体
検
査
令
状
請
求
書

様
式
第
十
七
号

差
押
調
書

様
式
第
十
三
号

差
押
調
書

様
式
第
十
八
号

記
録
命
令
付
差
押
調
書

（
新
設
）

様
式
第
十
九
号

捜
索
調
書

様
式
第
十
四
号

捜
索
調
書

様
式
第
二
十
号

捜
索
証
明
書

様
式
第
十
五
号

捜
索
証
明
書
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様
式
第
二
十
一
号

捜
索
差
押
調
書

様
式
第
十
六
号

捜
索
差
押
調
書

様
式
第
二
十
二
号

検
証
調
書

様
式
第
十
七
号

検
証
調
書

様
式
第
二
十
三
号

身
体
検
査
調
書

様
式
第
十
八
号

身
体
検
査
調
書

様
式
第
二
十
四
号

所
有
権
放
棄
書

様
式
第
十
九
号

所
有
権
放
棄
書

様
式
第
二
十
五
号

電
磁
的
記
録
に
係
る
権
利
放
棄
書

（
新
設
）

様
式
第
二
十
六
号

還
付
請
書

様
式
第
二
十
号

還
付
請
書

様
式
第
二
十
七
号

仮
還
付
請
書

様
式
第
二
十
一
号

仮
還
付
請
書

様
式
第
二
十
八
号

交
付
請
書

（
新
設
）

様
式
第
二
十
九
号

複
写
電
磁
的
記
録
請
書

（
新
設
）

様
式
第
三
十
号

報
告
書

様
式
第
二
十
二
号

報
告
書

様
式
第
三
十
一
号

質
問
て
ん
末
書

様
式
第
二
十
三
号

質
問
て
ん
末
書

様
式
第
三
十
二
号

協
力
関
係
事
項
照
会
書

（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）



- 19 -

（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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○

少
年
警
察
活
動
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）

改

正

案

現

行

（
令
状
の
請
求
）

（
令
状
の
請
求
）

第
二
十
一
条

少
年
法
第
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
中
の
司

第
二
十
一
条

少
年
法
第
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
中

法
警
察
職
員
の
行
う
押
収
、
捜
索
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規
定
（
同
法

の
司
法
警
察
職
員
の
行
う
押
収
、
捜
索
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規
定
（

第
二
百
二
十
四
条
を
除
く
。
）
に
よ
る
捜
索
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
検

同
法
第
二
百
二
十
四
条
を
除
く
。
）
に
よ
る
捜
索
、
差
押
え
、
検
証
若
し
く
は
身
体

証
若
し
く
は
身
体
検
査
の
令
状
又
は
鑑
定
処
分
許
可
状
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
第

検
査
の
令
状
又
は
鑑
定
処
分
許
可
状
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
警
部
以
上
の
階
級
に
あ

づ
き
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
る
司
法
警
察
員
た

る
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
こ
れ
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を

る
警
察
官
が
こ
れ
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、

得
な
い
と
き
は
、
他
の
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
請
求
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

他
の
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
が
請
求
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）


